
環 境 委 員 会 資 料 

平成２４年６月１８日 

 

 

【陳情の審査】 

陳情第７８号 川崎市庁舎、学校等公共施設のさらなる節電 

の取組みを求める陳情 

 
資料    本市の電力需給対策の取組状況について 
 
参考資料  市民・事業者向け節電啓発リーフレット 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

環 境 局 



 1

本市の電力需給対策の取組状況について 
  

１ 取組趣旨 

本市では、東日本大震災の発生以降、安全・安心な市民生活や安定的な経済活動を確保

するとともに、行政サービスを安定的に提供しながら、計画停電を回避するため、市民・

事業者・行政が一体となった節電の取組を行うとともに、市役所は自ら率先した節電行動

を行っています。また、これらの取組を継続し、環境に配慮したライフスタイルや事業活

動を定着することにより、地球温暖化対策に繋げることを目指しています。 

 

２ 取組経過 

（１）平成23年度の取組状況 

ア 全市を挙げた取組 

○ 夏に電力不足対策基本方針や電力不足対策行動計画（2011 夏期版）を策定し、

全市を挙げた取組を実施 

   ○ 地球温暖化対策に繋げるため、秋以降も基本方針を策定し取組を継続実施 

 

イ 市役所自らの取組 

○ 夏に市有施設約 1,000 施設で節電行動計画を作成し、電力不足対策行動計画

(2011 夏期版)としてとりまとめ 

○ 空調負荷低減や照明の減灯などの節電行動を徹底したことにより、前年比15％

以上の夏期の削減目標を達成           

○ 秋以降も率先取組を継続実施             （実績は別紙１参照） 

 

（２）平成24年度の取組状況 

ア 全市を挙げた取組 

   ○ 平成 24年度電力需給対策基本方針を策定し、年間を通じた取組を実施 

（取組の視点： 省電力化、②電力消費の平準化、③創電力化、④電力セキュリ

ティの確保） 

 

イ 市役所自らの取組 

   ○ 年間を通じて市役所の率先取組を実施 

・市民生活に大きな影響が生じない施設について、平成 22 年度比で概ね 15％以

上の電気使用量削減を目指し、取組を実施 

   ○ 平成 24年度電力需給対策基本方針の「夏期の市役所率先取組の推進について」

を策定し、夏期における率先取組を実施 

・重点取組期間として、７月から９月において、平成 22 年度比で 15％以上の使

用最大電力削減を目指して取組を推進     （今夏の方針概要は別紙２参照） 
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３ 公共施設における照明の高効率化の取組状況 

（１）ＬＥＤ照明の導入 
○ 啓発効果の高い場所へのＬＥＤ照明の導入 

     ・議場、市長応接室などのＬＥＤ化を実施 

      （議場 30灯、市長応接室44灯） 

 

○ 白熱電球のＬＥＤ化 
・公共施設に白熱電球は15,000 個 

・平成 23年度に 98施設、約7,600 個をＬＥＤ化 

・平成 24年度に全ての白熱電球をＬＥＤ化予定 

 

○ 蛍光灯のＬＥＤ化モデル事業の実施 

     ・平成 23年度に本庁舎、第３庁舎、各区役所の一部にモデル導入・効果検証 

を実施 （約 2,500 本）          

                 

○ 防犯灯のＬＥＤ化 

・市管理の全ての防犯灯をＬＥＤ化（968灯） 

・町内会等が設置する防犯灯のＬＥＤ化の補助を実施（1,744 灯） 

全体：約78,500 灯 

 

○ 商店街街路灯のＬＥＤ化 

・商店街街路灯のＬＥＤ化の補助を実施（1,595 灯） 

 

（２）その他照明の高効率化 
○ Ｈｆ型蛍光灯（高周波点灯専用形蛍光ランプ）の導入 

・本庁舎、区役所などの一部で導入 

・その他新築・改築時等には基本的に導入 

 
○ 人感センサーの設置 

・本庁舎、第３庁舎のトイレなどに設置 

（本庁舎・第３庁舎で39箇所、77台） 

     

○ 自動調光装置の設置 

・第３庁舎の一部フロアに設置（センサー９箇所） 

 

○ 照明スイッチの細分化 

・第３庁舎の一部フロアに設置 

 

４ 照明の高効率化に向けた今後の取組の基本的な方向 

（１）運用面での省エネルギー化の推進 

 

（２）新築・改築、設備更新、大規模改修等の機会を捉えた効率的な設備導入の実施 

 

（３）新技術等のモデル導入 

 

（４）環境配慮の仕組みづくりの推進 
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平成 23年度市役所の電力使用状況の実績について 

 

 

１ 夏期の取組 

（１）期間 

平成 23 年７月から９月 

 

（２）取組実績 

 

目標：ピークの時間帯(９時～20 時)の使用電力を前年比で 15％以上削減 

施設種別 平成 23 年 7 月 平成 23 年 8 月 平成 23 年 9月 平均 

大口施設 
（契約電力 500kW 以上）

▲28.6％ ▲28.6％ ▲24.3％ ▲27.2％

小口施設 
（契約電力 500kW 未満）

 ▲21.4％ ▲23.6％ ▲14.8％ ▲19.9％

※ 各数値は、制限緩和施設を含んだものです。 
※ 大口施設は、ピーク電力の削減率、小口施設は、電気使用量の削減率  

 

 

２ 秋期・冬期の取組結果 

（１）期間 

平成 23 年 10 月から平成 24 年３月 

 

（２）取組実績 

 

施設種別 平成 23 年 10 月 平成23年 11月平成23年 12月

庁舎・区役所等 ▲23.2％ ▲20.1％ ▲13.0％

（参考）市施設全体 ▲10.3％ ▲10.5％ ▲11.0％

 
 

施設種別 平成 24 年１月 平成 24 年２月 平成 24 年３月 平均 

庁舎・区役所等 ▲8.0％ ▲6.5％ ▲8.2％ ▲13.2％

（参考）市施設全体 ▲3.7％ ▲4.2％ ▲3.8％ ▲7.3％

 
※ 庁舎・区役所等とは、本庁舎、各区役所、支所、行政サービスコーナーなどの施設です。 
※ 市施設全体には、市民生活に影響のある施設（病院、上下水道施設など）を含んでいます。 
※ ３月は、平成 22 年実績と比較しています。 
※ １月以降は削減率の低下は、冬の気温の低下（平成 22 年度比）により、全体的に空調負荷が

増加した結果が影響したものと考えられます。 

別紙１ 



●平成 24 年 3 月 平成 24 年度川崎市電力需給対策基本方針 策定 

⇒ 市民・事業者への普及啓発と必要な支援の実施、市役所自らも率先した取組 

⇒ 年間を通じた電気使用量の削減による地球温暖化対策への寄与 

○ 政府から今夏も節電の要請  （節電の定着を前提とした数値目標を伴わない要請）

○ 電力料金の値上げによる対応の必要性 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成 24 年度川崎市電力需給対策基本方針 夏期における市役所率先取組の推進について

平成２４年７月２日（月）～平成２４年９月２８日（金）

策定の趣旨

推進の視点 

＜概要版＞

① 数値目標の設定による確実な節電 

② 電力料金の値上げに対する適切な対応 

③ 市民・事業者と協調した取組の推進 

重点取組期間 

達成目標 

平成２２年度の使用最大電力の１５％以上の削減 

（重点取組期間内の平日９時～２０時） 

７つの重点項目 

電力需給逼迫時等の対応 

取組の概要 

・市民生活や事業活動への影響を極力回避しながら取組を実施 

・基本方針の年間目標の達成に向けた取組も継続実施 
（市民生活に大きな影響のない施設の総電気使用量を平成 

２２年度比で１５％以上削減） 

・取組結果は、各月毎に市ホームページに掲載 

①空調負荷の低減 

 設定温度や稼働時間、建物の断熱効果の向上などの工夫 

②照明負荷の低減 

 ＬＥＤ化の推進や点灯区画管理、照度調整などによるきめ細やかな対応 

③機器の必要に応じた使用の徹底 

 電気機器の省エネモード等での使用の徹底 

④電力消費の平準化・夜間電力使用の工夫 

 ピーク時間帯における電気の使用方法の工夫と夜間電力の使用へのシフト 

⑤クールビズ・定時退庁の推進 

 軽装勤務や定時退庁の徹底などの組織的な対応 

⑥多様なエネルギー源の活用 

 多様なエネルギー源の活用による創電力化の推進 

⑦電力需要監視（デマンドコントロール）システム等の効果的活用の推進 

 電力監視装置によるデマンド管理、見える化による効果的取組の実施 

緊急時などには、全庁的な体制において協議を行い、迅速な対応を実施 
（平成 23 年度に構築した夏の庁内連絡体制により対応） 

今夏における市役所の率先取組を重点的に強化 

状況の 

変化 

年間を通じて市役所の 

率先取組を推進 

庁舎等の例 

＜電力消費の内訳＞

電力料金の値上げの影響の抑制 

○ 節電の取組は、効果的な電力料金の抑制方策であるという観点も踏まえ、上記７つの重点項目を基本に取組推進 

○ 新たな料金プランの導入等について、その効果を検討し、適正な契約への見直しを推進 

その他
7%

エレベーター
5%

空調
48%

ＯＡ機器
16%

照明
24%

別紙２ 

４
 

取組の視点： ①省電力化 ②電力消費の平準化 ③創電力化 ④電力セキュリティの確保 














